
○清酒の製造免許を保有する者が、地域の活性化を図ることを目的として、構造改革特別区域内
において清酒の製造体験を実施しようとする場合における酒税法の特例措置を講ずる。

○清酒は地域の経済や文化の発展の一端を担っていることから、清酒の製造体験の実施を通じて
地域のブランド価値の更なる増進、人の交流・賑わいの確保による地域活性化を進める。

特例措置

清酒の製造免許を受けている者が、地域の活性化を図ることを目的として、地域の魅力の増進
に資する施設において清酒の製造体験を提供する場合には、当該施設内に設ける一定の製造
場を既存の製造場と一の製造場とみなす措置を講ずる。

現行 特例措置後

増設一つの製造場と
取り扱われない

近接していない

清酒の酒

蔵（既存）

清酒の酒

蔵（既存）

地域の魅力の増進に
資する施設

（清酒製造体験を実施）

特区内
「一つの製造場」とみなす

(1) 清酒の製造体験のための酒税法の特例

特例措置

地方公共団体による一定の市街化調整区域における土地区画整理事業の施行が可能となる

よう、都市計画法の特例措置を講ずる。

〇周辺地域の市街化の進展等が特に著しく、建築物の建築等に対する需要が急激に増大して

いる等の一定の市街化調整区域について、宅地、農地等の土地利用の整序と基盤整備を地

方公共団体施行の土地区画整理事業により円滑かつ迅速に行えるよう、都市計画法の特例措

置を講ずる。

(2) 地方公共団体による土地区画整理事業の施行の特例

土地区画整理事業に関する都市計画
は、その基準を定める都市計画法にお
いて、市街化区域（計画的に市街化を
図る区域）内の区域について定めるも
のとされている。

市街化調整区域のままでは、地方公
共団体は土地区画整理事業を施行で
きない

現行 特例措置後

特区内

一定の市街化調整区域内において、
地方公共団体施行の土地区画整理事業
を可能に
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